
　

平
成
30
年
４
月
１
日
か
ら
勤
務
可
能
な
臨
時
職
員
を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

【
募 

集 

職 

種
】　
看
護
師
又
は
准
看
護
師

【
勤
　
務
　
地
】　

鏡
野
町
国
民
健
康
保
険
富
診
療
所
（
鏡
野
町
富
西
谷
1
1
9
）

【
業 

務 

内 

容
】　

富
診
療
所
に
お
け
る
看
護
師
業
務

【
勤 

務 

内 

容
】　

月
曜
日
・
水
曜
日
・
金
曜
日　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時　

 
 

（
火
、
木
、
土
、
日
、
祝
日
は
休
診
）

　
　
　
　
　
　
　

連
続
す
る
７
時
間
内
１
時
間
の
休
憩
を
含
む

【
応 

募 

資 

格
】　

①
看
護
師
又
は
准
看
護
師
の
資
格
を
取
得
し
て
い
る
人

　
　
　
　
　
　
　

②
地
方
公
務
員
法
第
16
条
に
規
定
す
る
欠
格
事
項
に

 
 

　

 

該
当
し
な
い
者

　
　
　
　
　
　
　

③
平
成
30
年
４
月
１
日
か
ら
勤
務
可
能
な
方

【
採
用
予
定
人
数
】　
１
名

【
試
験
日
・
内
容
】　

随
時
（
日
程
が
決
ま
り
次
第
ご
本
人
に
連
絡
し
ま
す
。）

　
　
　
　
　
　
　

面
接

【
応 

募 

方 

法
】　

提
出
書
類　

市
販
の
履
歴
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

 
 

 

　
　

写
真
を
貼
っ
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

看
護
師
又
は
准
看
護
師
の
資
格
が
分
か
る
も
の
の
写
し

　
　
　
　
　
　
　

受
付
期
間　

平
成
30
年
１
月
４
日
（
木
）
〜
19
日
（
金
）

　
　
　
　
　
　
　

受
付
場
所　

鏡
野
町
役
場　

保
健
福
祉
課
医
療
保
険
係

【
個
人
情
報
の
取
扱
】

　
　

ご
提
出
い
た
だ
い
た
個
人
情
報
は
採
用
試
験
の
た
め
に
の
み
使
用
し
ま
す
。
な

お
、
採
用
が
決
ま
っ
た
方
の
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
採
用
後
人
事
管
理
の
た
め

引
き
続
き
利
用
し
ま
す
。
そ
の
他
の
方
の
個
人
情
報
は
採
用
試
験
後
、
速
や
か
に

返
送
い
た
し
ま
す
。

鏡
野
町
パ
ー
ト
看
護
師
の

　
　
　
　
　
　
募
集
に
つ
い
て

鏡
野
町
保
健
福
祉
課　

医
療
保
険
係　

電
話（
０
８
６
８
）５
４-

２
９
８
６

お
問
い
合
せ
先

鏡
野
町
Ｓ
Ｏ
Ｓ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
メ
ー
ル
に
登
録
し
て
く
だ
さ
い

鏡
野
町
Ｓ
Ｏ
Ｓ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
メ
ー
ル
に
登
録
し
て
く
だ
さ
い

　

鏡
野
町
で
は
、認
知
症
高
齢
者
等
が
行
方
不
明
と
な
っ
た
と
き
に
、早
期
発
見
で
き
る

よ
う
、「
高
齢
者
等
見
守
り
Ｓ
Ｏ
Ｓ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
」を
行
って
い
ま
す
。

　

こ
の
た
び
、行
方
不
明
の
発
生
時
に
、発
見
の
手
掛
か
り
と
な
る
情
報（
身
体
の
特
徴
や

服
装
な
ど
）を
携
帯
電
話（
ス
マ
ホ
）や
パソ
コ
ンへ
メ
ー
ル
配
信
す
る「
鏡
野
町
Ｓ
Ｏ
Ｓ
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
メ
ー
ル
」を
開
始
し
ま
し
た
。

　

メ
ー
ル
を
受
信
す
る
に
は
、事
前
に
登
録
が
必
要
で
す
。こ
の
機
会
に
登
録
し
て
い
た
だ

き
、行
方
不
明
者
の
早
期
発
見
に
つ
な
が
る
情
報
提
供
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

登
録
方
法
や
注
意
事
項
に
つい
て
の
詳
細
は
、折
り
込
み
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

生ごみ処理機等の購入費補助について

　ごみの減量化を進めるため、生ごみ処理機等の購
入費を補助します。補助の概要は、次のとおりです。

●補助対象者
○鏡野町に住所を有し、世帯員全員が町税等
　を完納している方
（ただし、前回の助成から５年を経過していること。）

お問い合せ先　鏡野町くらし安全課 環境係
　　　　　　　電話（０８６８）５４―２７８０

●対象製品及び限度数
○生ごみ処理機（補助限度数１基）
電気等の動力を利用する機械式又は手動式のもの
（ただし、生ごみを粉砕して下水道に流すタイプの
　　ディスポーザー式及び焼却炉は対象外です。）
補助金は、購入費の半額以内で上限３万円
○生ごみ処理容器（補助限度数２基）
家庭菜園、畑等に設置し、生ごみを分解し堆肥化するもの
補助金は、購入費の半額以内で１基につき上限５千円
※生ごみ処理機及び生ごみ処理容器の補助額は、１００円未満切り捨
てとなります。

お
問
い
合
せ
先

鏡
野
町
保
健
福
祉
課　

介
護
保
険
係

電
話　
（
０
８
６
８
）５
４‐２
９
８
６

F
A
X（
０
８
６
８
）５
４‐２
８
９
１

3


